
提言書提出までの議論の進め方（案）
資料３

・令和元年度の議論の中で，固めている部分

- ３つの重視する視点，３つの基本方針

「市政参加」検討部会

○ 議論の内容

基本方針１「市民との未来像・課題の共有」

○ 議論の進め方

「まちづくりの活性化」検討部会

基本方針２
「市民の市政への参加の推進」

基本方針３
「市民のまちづくり活動の活性化」

計画を着実に進めるための推進体制

・具体の議論を深めるため，主な議論内容を以下のように分担して進める。

・部会の会議において，京都市職員のオブザーバ参加も可とする。

・令和２年度の議論の中で，決めていく部分

- 施策（フェーズも含めて）

- 具体的な施策の推進例（取組内容）

- ウィズコロナ，アフターコロナの視点を踏まえた検討


